
 

黒石市教育委員会告示第８号 

 

黒石市就学援助事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

 

平成２６年５月２８日 

 

 

黒石市教育委員会教育長 阿 保 淳 士 

 

 

黒石市就学援助事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

黒石市就学援助事業実施要綱（平成２１年黒石市教育委員会告示第３号）の一部を

次のように改正する。 

 

別表第１中「１９,９００円」を「２０,４７０円」に、「２２,９００円」を 

「２３,５５０円」に、「１１,１００円」を「１１,４２０円」に、「２１,７００円」

を「２２,３２０円」に、「２,１７０円」を「２,２３０円」に、「４,３５０円」を

「４,５７０円」に、「４,９４０円」を「５,４５０円」に、「３,０４０円」を 

「３,３８０円」に、「３,９６０円」を「４,１９０円」に、「１,５１０円」を 

「１,５５０円」に、「２,１８０円を上限とし、対象とする校外活動は、年１回」を

「２,２４０円を上限」に改め、「宿泊を伴う校外活動に参加するための交通費」の

次に「、宿泊費」を加え、「３,４７０円」を「３,５７０円」に、「５,８４０円」

を「６,０１０円」に、「２５,３００円」を「２６,０２０円」に、「２,５５０円」

を「２,７１０円」に、「２６,５００円」を「２９,６００円」に改める。 

 

附 則 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の黒石市就学援助事業実施要綱の規定は、

平成２６年４月１日から適用する。 


